
社会保険には、下記のような加入要件があります。

＋

【例えば、正社員の労働時間が1日８時間、１ヶ月22日の場合】

1日４時間勤務、1ヶ月22日勤務のパートさん ・・・ 社会保険の適用除外です

1日８時間勤務、1ヶ月12日勤務のパートさん ・・・ 社会保険の適用除外です

※ 労働時間・労働日数「おおむね3/4」は１つの目安です。実際は、勤務実態等を総合的にみて判断します。

そこで、社会保険適用除外のパートさんを活用しましょう！社会保険料はこうなります。

会社負担の社会保険料は、１年で約４５万円の節減が可能です！

今月は「社会保険料節減方法！」その④です 発行：コムニスサポート有限会社
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社会保険料を節減するワザ その④「パートさんの活力を生かそう」

『正社員への転換制度の導入』

パートタイマーから正社員への転換のための試験制度等を設けた上で、実際に転換者が１人

以上出た場合に40万円（大企業は30万円）支給されます。

『短時間正社員制度の導入』

「短時間正社員制度」を新たに設けた上で、この制度を利用した場合に 40万円（大企業は

30万円）支給されます。さらに、制度導入後５年以内であれば、２～10人目の利用者が出た

場合も１人につき15万円（大企業は10万円）支給されます。

助成金ミニガイド

助成金を活用して、優秀なパートさんを会社の戦力にしよう

企業経営に役立つ給与・労務情報満載！

※ パートさんも、１週間の所定労働時間が20時間以上の場合は、雇用保険の加入手続きが必要です。

雇用保険関係の助成金は、一定の条件を満たす雇用保険適用事業所の事業主に対して支給されます。

これら助成金の財源は事業主の方が支払われる労働保険料から賄われています。そのため、一般の融資

などとは異なり、返済の必要はありません。

1日又は1週間の

労働時間が正社員の

おおむね３／４以上

１ヶ月の労働日数が

正社員の

おおむね３／４以上

社会保険に

加入

ここがポイント！

パートさんの活力を引き出すためには、業務内容の見直し、就業規則など労務管理体制の整備、

継続的な教育・訓練が欠かせません。

代わりに1日４時間の
パートさんを２人雇うと

社会保険料

０円

健康保険料 13,950円

厚生年金 23,556円

1ヶ月合計 37,506円

給与30万の正社員（埼玉県）


